
大阪狭山市監査委員告示第１号 

 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により監査の結果に基づき措置を 

講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。 

 

 

令和３年（２０２１年）１月２７日 

 

大阪狭山市監査委員 

北 井 末 廣  

上 谷 元 忠  

 

 

１ 通知を行った者 

 大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

２ 通知を受けた日 

令和３年（２０２１年）１月１４日 

 

３ 監査結果に関する報告及び監査の対象等 

令和２年１２月２３日付け大狭監第２０４９号 公の施設の指定管理者監査の

結果に関する報告 

指定管理者  公益財団法人 大阪狭山市文化振興事業団 

管理施設   大阪狭山市文化会館 

所管グループ 市民生活部 市民協働推進グループ 

 

４ 指摘事項等に対する措置状況 

 別紙（写）のとおり 






